












仕  様  書 

                                                             

                                        佐賀労働局 
 
1 件名 
令和２年度佐賀労働局及び管下 10 官署におけるガソリンの供給（単価契約） 

 
2 契約期間 
令和 2年 4 月 1日～令和 3年 3 月 31 日 

 
3 調達品目及び年間予定数量 
（1）調達品目    無鉛レギュラーガソリン 
（2）年間予定数量  17,269 リットル 
※ 数量は、平成 31 年 1 月～令和元年 12 月の実績を参考とした予定数量であり、最低購入数量

を保証するものではない。 
 
4 要件 
別紙 1「官署一覧」に記載しているそれぞれの官署の所在地から、半径 5 ㎞以内に給油所が存在

していること（給油所の所在地等一覧表を作成し、入札参加申込書と併せて提出すること。）。 
 

5 業務内容 
ガソリン供給に係る一切の業務 

① 対象車両 
佐賀労働局及び管下 10 官署が所有する官用車及び使用するレンタカー 

② 業務の詳細 
Ⅰ・Ⅱいずれの方式を選択しても可であるが、下記 10 に記載のとおり、振込払が可能

であることを条件とする。 
  Ⅰ 伝票方式 
   イ 車輌ごとに使用できる給油伝票等を用意すること。 
   ロ 給油伝票等には車番、官署名、取扱者名、数量等が表示でき、通し番号が付された

ものであること。（使用する給油伝票等は、事前に当局の承認を得ること。） 
ハ 給油時は、職員等が給油所に乗り入れた官用車又はレンタカーの車輌番号と、持参

した給油伝票等に表示された車番及び記載内容等（レンタカーの場合はレンタカーの

表示）を確認の上、給油すること。 
ニ 給油後は、必ず、供給内容（給油年月日及び数量等）を伝票等に明記して、納品書

（レシート様のもので可）と併せて運転者へ返戻すること。 
    Ⅱ カード方式 
     イ 契約締結後に交付する「官用車一覧表」及び「レンタカー使用官署一覧」に記載し

た官用車 1 台ごととレンタカー用に、所定の給油カードを発行すること。なお、レン

タカーについては、使用官署において 1 日に複数台使用することがあるため、当局が

要求する台数分の給油カードを発行すること。 



     ロ 官用車の車種変更時には、佐賀労働局より別紙 2「ガソリン契約登録車種変更届」

を提出するので、変更後の官用車用のカードへ変更し、変更前の車種での使用が不可

能となるよう処理を行うこと。 
     ハ 給油時は、職員等が給油所に乗り入れた官用車又はレンタカーが、給油カードの登

録車両であること、あるいは登録官署が使用するレンタカーであることを確認の上、

給油すること。 
     ニ 給油完了後は、納品書（官署名、給油年月日、車両ナンバー及び数量等を記載した

もの）を運転者に交付すること。 
 

6 価格について 
契約締結後、著しい経済・社会情勢の変動、天災地変等を原因として、契約に定めた条件での契

約履行に困難が生じた場合は、双方協議の上、単価その他契約に定める事項を変更することができ

る。 
また、単価その他契約に定める事項を変更する場合は、変更しようとする日の 2週間前までにそ

の旨を相手方に申し出ることとする。なお、変更しようとする日は、月の第一開庁日に限るものと

する。 
 
7 再委託についての要件 
別紙 3 のとおり。 

 
8 個人情報保護及び作業従事者 
（1）本契約で知り得た事項は守秘義務を厳守し、情報の漏洩防止対策に万全を期すこと。 
（2）作業従事者及び本契約業務に関わる者に対して、業務上必要な事項についての指導及び教育

を徹底すること。 
 
9 入札保証金、契約保証金  
免除する。 

 
10 代金の請求及び支払いについて 
（1）当方による検査に合格しなければ代金は支払わない。 
（2）代金の請求は、1 ヶ月毎に契約内容の全てが履行された後、遅滞なく行うこと。 
（3）請求書の宛先は「官署支出官 佐賀労働局長」とし、余白に振込先金融機関名、口座種別、

口座番号及び振込口座名義を記載すること。 
（4）代金の支払いは、適法な請求書を受理後、30 日以内に指定された金融機関へ振り込むことと

する。  
 

11 契約担当及び連絡先 
〒840-0801 
佐賀市駅前中央 3-3-20 佐賀第二合同庁舎 4 階 
佐賀労働局総務部総務課 会計第一係 （担当：安藤） 
電話：0952-32-7155  ＦＡＸ：0952-32-7156 

 



 
                                         別紙 1 

官 署 一 覧 
 

 官 署 名 所在地 

１ 佐 賀 労 働 局 
〒840-0801 佐賀市駅前中央三丁目 3-20 
           佐賀第二合同庁舎 4 階 

２ 佐賀労働基準監督署 
〒840-0801 佐賀市駅前中央三丁目 3-20 
           佐賀第二合同庁舎 3 階 

３ 唐津労働基準監督署 
〒847-0861  唐津市二タ子三丁目 214-6 

唐津港湾合同庁舎 1 階 

４ 武雄労働基準監督署 〒843-0023 武雄市武雄町昭和 758 

５ 伊万里労働基準監督署 〒848-0027 伊万里市立花町大尾 1891-64 

６ 佐賀公共職業安定所 〒840-0826 佐賀市白山二丁目 1-15 

７ 唐津公共職業安定所 〒847-0817 唐津市熊原町 3193 

８ 武雄公共職業安定所 〒843-0023 武雄市武雄町昭和 39-9 

９ 伊万里公共職業安定所 〒848-0027 伊万里市立花町通谷 1542-25 

10 鳥栖公共職業安定所 〒841-0035 鳥栖市東町 1-1073 

11 鹿島公共職業安定所 〒849-1311 鹿島市高津原二本松 3524-3 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
別紙 2 

ガソリン契約登録車種変更届 
今般、契約対象官用車を下記のとおり変更したので届け出ます。 

 
                     記 
 
 

変更日：令和  年  月  日 
 
 
 官署名：●●●●●●●● 

変 更 前 変 更 後 

所属名  所属名  

メーカー  メーカー  

車種  車種  

ボディカラー  ボディカラー  

登録番号  登録番号  

 
  
 令和  年  月  日   
 
 

●●●●●●●● 殿 
 
 
 
                       支出負担行為担当官 
                        佐賀労働局総務部長 ●●●● 

 
 
 
 
 
 



 
別紙 3 

 
再委託についての要件 

 
 
第 1 再委託について 

(1) 落札者は、委託業務の全部を第三者に委託することはできない。 
(2) 落札者は、再委託する場合には発注者に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなけ

ればならない。ただし、当該再委託が 50 万円未満の場合は、この限りでない。 
(3) 落札者は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者（以下「再委

託者」という。）の行為について、発注者に対しすべての責任を負うものとする。 
(4) 落札者は、委託業務の一部を再委託するときは、落札者がこの契約を遵守するために必要な事項

について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 
 
第 2 再委託先の変更 
   落札者は、再委託先を変更する場合、再委託金額が 50 万円未満に該当する場合を除き、再委託に

係る変更承認申請書を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。 
 
第 3 履行体制 

(1) 落札者は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われた場合には、当該第三者の商号又は 
名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を発注者に提出しなければならな 
い。 

(2) 落札者は、履行体制図に変更があるときは、速やかに履行体制図変更届出書を発注者に届け出な 
ければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、届出を要しない。 

・ 受託業務の実施に参加する事業者（以下「事業参加者」という。）の名称のみの変更の場合。 
・ 事業参加者の住所の変更のみの場合。 
・ 契約金額の変更のみの場合。 

 (3) 前項の場合において、発注者は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、落札

者に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 
 
※ 上記で記載した様式及び別紙については、契約締結後に交付する。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別紙４

￥ －

数量（ℓ）

契約条件： 契約書及び仕様書その他一切貴局の指示のとおりとする。

上記のとおり入札します。

令和　　年　　月　　日

支出負担行為担当官

佐賀労働局総務部長　富永　哲史　殿

住　　　　所

商号又は名称

代表者職氏名 印

（復）代理人 印

　　備考：　金額は、アラビア数字を用い、訂正又は抹消することはできない。

17,269
円 円

入　札　書

（下記内訳の合計金額を記載すること。消費税及び地方消費税を含まない。）

【入札金額内訳】

単価 合計金額

入札件名：
令和２年度佐賀労働局及び管下10官署におけるガソリンの供給
（単価契約）

※落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字３ケタを記入すること。
なお、記載がない場合は、連絡先電話番号の末尾３桁を電子くじ番号とします。



別紙４

￥ －

数量（ℓ）

契約条件： 契約書及び仕様書その他一切貴局の指示のとおりとする。

上記のとおり入札します。

令和　　年　　月　　日

支出負担行為担当官

佐賀労働局総務部長　富永　哲史　殿

住　　　　所

商号又は名称

代表者職氏名 印

（復）代理人 印

　　備考：　金額は、アラビア数字を用い、訂正又は抹消することはできない。

入　札　書
（再度入札用）

（下記内訳の合計金額を記載すること。消費税及び地方消費税を含まない。）

【入札金額内訳】

単価 合計金額

17,269
円 円

入札件名：
令和２年度佐賀労働局及び管下10官署におけるガソリンの供給
（単価契約）

※落札金額が同額の場合に実施する電子くじ用の任意の数字３ケタを記入すること。
なお、記載がない場合は、連絡先電話番号の末尾３桁を電子くじ番号とします。
















